
第４回三条市教育制度等検討委員会会議次第 
 

と き：平成１９年４月２６日（木） 
午後 1 時 30 分～4 時 

ところ：三条市役所栄庁舎 3 階大議室 
 
（開会前：4月 1日付教育委員会異動職員の紹介） 
１ 開  会 
 
２ 開会のあいさつ 
 
３ 協 議 
（１）委員の交替について 
（２）前回会議録の確認 
（３）前回要望資料等について 

・ 品川区小中一貫校の視察報告について （資料№１） 
・ 「荒沢小学校・長沢小学校・下田中学校」教育研究開発(文部科学省指定)

について （資料№２） 
（４）先進地視察について （資料№３） 
（５）検討委員会の今後の進め方について           （資料№４） 
（６）その他 
 
４ 閉 会 
 
（配布資料） 
資料№１   品川区小中一貫校の視察報告について 
資料№２   「荒沢小学校・長沢小学校・下田中学校」教育研究開発(文部科 

学省指定)について 
資料№３   先進地視察について 
資料№３参考 先進地視察に当たっての視察先の状況 
資料№４   検討委員会の今後の進め方について 
 



委員の交替について 
 

５０音順 
№ 選出区分 新委員氏名 旧委員氏名 推薦団体 
１  土田 豊 大坂 博 
２ 

地域団体代表 
 諸橋 保 森山 昭 

三条市自治会長協議会 

３ 学校関係者 森 一夫 伊藤 明夫 三条市中学校長会 
 



                        

三条市教育制度等検討委員会委員名簿 

（５０音順） 

№ 選出区分 氏   名 備 考 

１ 雲 尾   周  

２ 小 林  斉 子  

３ 廣 川 邦 夫  

４ 

学識経験者 

宮 原 洋 一  

５ 白 鳥 友 宜  

６ 土 田  豊 新任 (旧 大坂 博) 

７ 坂内孝治郎  

８ 

地域団体代表 

諸 橋   保 新任 (旧 森山 昭) 

９ 岡 田 竜 一  

10   小熊 セイ子  

11   鈴 木  さゆり  

12 

保護者代表（PTA） 

  内 藤  弘 一  

13 荒 木  勉  

14 金 子 周 一  

15 左 近  武  

16 柴 野  ひさ子  

17 樋 浦 貞 吉  

18 

学校関係者 

森  一 夫 新任 (旧 伊藤 明夫)

19   鈴 木 照 司  

20 
公    募 

  藤 田 信 雄  

 

 



 

三条市教育制度等検討委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 三条市教育基本方針に基づき、学校教育の充実を図るため、教育制度等を検討することを目的 

に三条市教育制度等検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条  検討委員会は、次の事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。 

(1)  教育制度に関すること。 

(2)  学校の適正規模や施設整備・統廃合に関すること。 

(3)  教育内容の体系的編成に関すること。 

(4)  前各号の事項に関連して必要と認められる事項 

 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２  委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1)  学識経験者 

(2)  地域団体代表 

(3)  保護者代表 

(4)  学校関係者 

(5)  公募により選任された者 

(6)  その他教育委員会が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、就任の日から第２条に規定する所掌事項に関する報告を行ったときまでとする。 

２ 任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 検討委員会は、委員長が招集する。 

２ 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 



３ 委員長は、会議の議長となる。 

 

（専門部会） 

第７条 検討委員会は、第２条に掲げる事項を専門的に分掌させるため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会の委員のうちから互選する。 

 

（調査・研究チーム） 

第８条 委員長は、検討委員会又は、専門部会において、必要な専門的事項を調査研究するため、調査・

研究チームを置くことができる。 

 

（関係者の出席） 

第９条  検討委員会および専門部会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、 

意見又は説明を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第 10 条 検討委員会の事務局は、教育総務課に置いて処理する。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１２月１日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ この要綱は、検討委員会の報告をもって廃止する。 



資料№１ 

品川区小中一貫校の視察報告について 
 
平成１９年２月１５日（木）午後１時３０分～午後５時 
     説明 午後１時４0 分～３時３０分 
     見学 午後３時４０分～４時４５分（品川区立伊藤学園） 
対 応  品川区教育委員会指導課 小中一貫担当主査 和気正典 
視察者  教育総務課長 永井一雄 学校教育課課長補佐 山川雅己 
 
１ 品川区の学校数 

   小学校 40 校 中学校 18 校  （６㎞四方で） 
※ 小中一体型の学校は６校建設予定 

現在 日野学園 伊藤学園 次年度に２校建設に着手予定 
２ 小中一貫教育に至る経緯（基本的な考え方は品川区の教育プラン２１） 
（１）学校選択制の取組 （しかけ①） 
①「教員の質をよくしたい」「学校運営を変えたい」 

  学校がこれまで閉鎖的であった。学校で行われていることが、世間には理解できない

状態であった。そのため、学校に対する批判が強まった。教育に対して理解がないこ

とから学校への不満や批判があった。（これは、品川に限ったことではない） 
  義務教育の誇り（プライド）として質を落とした教育をしてはならない。 
 ②学校選択制をまず取り入れた  

  「学校は選ばれる」「魅力あるものにしていきたい」 
  選択制を取り入れると同時に、各学校に学校公開を義務づけた。外部から見てもらう

ことによって学校に緊張感を持たせることをねらった。それはそのまま学校を開いて

選んでもらうという意識を持たせたかった。もちろん教職員組合などの抵抗は最初あ

った。 
   このことで、学校は少しずつ変わった。 
  【変わったこと】 

・ 教員が来校者に対してあいさつをするようになった 
・ 教員の服装（身だしなみ）がよくなった 
※ これから社会に出ていく子どもたちを教える教員が社会のことを知らないので

は問題にならないという意識改革 
 ③学校選択制で学校間格差は生まれたが教育委員会が支援して底上げを図った。 
  学校選択制で当然学校間格差は生まれた。教育委員会としては、学校の底上げを図る

こととした。「学力が低下しているために子どもが集まらない。そのためにドリルを買

いたい」という学校には、それなりに教育委員会は予算を投じて底上げを図った。 
  また、風評として指導力のない教師がいる学校や問題を抱える子どもたちがいて荒れ
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る学校には、指導主事を派遣して指導に当たった。 
 さらに、特色ある教育活動をすすめて「学校の売り」をつくることとした。 
例えば 基礎学力定着を図る学校  
    子どもの交流活動を盛んにして心の教育を進める学校など          
これらに対して教育委員会は、予算をつけてやった。 

（２）外部評価者制度を取り入れる（一部に成果主義を取り入れる）（しかけ②） 

① 外部評価者制度 

学識経験者・PTA 代表・地域代表からなる外部評価者から同じ項目で評価をしてもら

う。この人たちからは、結果を評価してもらった。 
  いくら、学校の中で「頑張ったから良い」という評価を出しても、「成果が出ていな

ければ」評価が下がる仕組み。評価のズレがでてくる。ズレがあるということを学

校に認識してもらう。 
  ※今後は、この外部評価者制度をもっと精度の高いものにするために、外部評価者

を評価する専門外部評価者制度の導入も考えている。 
  
 評価の結果はどうするのか 
 ↓ 
 各学校のホームページで公表していく 
 総合的な評価として公表（品川区の各学校のホームページ参照） 
  
学力や生徒指導については 
↓ 
学力の実態やいじめの問題などは各学校でホームページに公表している 
※学力について、平均点は公表しない 到達度（通過率）で公表し、学校の序列はつ

けない。 
○ 学力の場合、品川区で行っている学力定着度調査の結果を公表 

  国語・算数（数学）に絞って公表 
※ 各学校は、どの部分が弱いのかを分析し、これに対してどう対策を講じるのかを

公表 
例えば、授業の時間数を増やすなどというものもある。 

 ○ いじめの問題の場合   
いじめがあるととらえたとき、プライバシー保護の観点を十分考慮し公表し、ど

う対応しているのかを明確に回答している。 
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  ここまでやってきて、なかなかうち破れなかったものが小学校と中学校の壁 

そこで、小中一貫教育を考えた 
 

３ 小中一貫教育 （しかけ③）← 教育特区の申請を行って実施 
（１）「品川区教育要領」の作成 

この中で目玉となるのは「市民科」 
３年間かけて作成した 
「市民科」「英語」「国語」「算数（数学）」は大学の先生から入ってもらって作成 
他の教科領域については指導主事と現場教員で作成した。 
また副教科書も作成した。 
①「市民科」について 

 自分が将来自立して生きていくために必要な力を身に付けるにはということをテー

マに学習内容を発達段階に応じて配列している。 
 このことは、教員がどんな生き方をしているかを問われる教科であることから、教

員の学びにもなり、教員の意識改革につながるものである。内容的には、教科書を見

てもらいたい。（スキルトレーニング・実践：道徳を実学科したものとなっている） 
 また、区の中では、PTA がこの市民科の学習会を開いているところもあり、家庭教育

の充実にもつながっている。 
②小中の教員の交流 

・ これまで小学校と中学校の教員はそれぞれ責任のなすりあいをしていた。小中の

教員の交流が必要であると考えた。 
・ 小中の教員の話し合いは次のような経過をたどった 

最初は お互いを警戒するあまり本音はでず、平面的であった 
話し合いの回数が進むと本音を言い合いけんか同然の状態となった 
現在はやっと分かり合えるようになってきた 

  これらの過程を経て教育要領の作成となった。 
（２）４-３-２の区分について 

  この区分は、広島県の呉市が先行研究をしていたのでそれを参考にした。 
  根拠となるのは 

○ 体位の成長が早くなっていること 
○ 女子の初潮時期が早くなっていること 
○ 自尊感情が４年生の後期から５年生にかけて低くなること 
○ 知的な発達が４年生までは具体的な思考であり、５年生からは抽象思考ができるよ

うになること 
このことから学習の区分を１年生から４年生まで基礎・基本の定着を中心とし、５年
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生から教科担任制を採用し、８年生・９年生ではさらに個性に応じた学習が可能とな

るようなカリキュラムを組むことができるようこの区分とした。 
※ この研究についてはどの大学の先生か明確に聞くことができなかったが、広島県

呉市の研究資料から広島大学の井上弥助教授と見られる 
（３）一体型の一貫校と分離型の一貫校 

 分離型の一貫については、校長が連携をする学校を決める。これは学校の自主性を重ん

じていることから 
 教職員の配置について 
 一体型の一貫校は校長１人、副校長（教頭）３人 
 ５年生から教科担任制をとることから都の予算による非常勤講師と区の予算による非常

勤講師でまかなっている。 
※ 区の非常勤講師 H18 は 18 人 H19 から 36 人に増やす予定 
      （1 時間当たりの単価 2，200 円） 
※ 区の指導助手も採用している この指導助手の 1 時間単価 1，600 円 

 また正規の教員が小中を交流できるように兼務発令を出している。また、市民科につい

ては、小中の免許は関係ないことから両方の教員が交流しながら実施している。 
 
４ これまでの成果 

 日野学園が開講して 1 年近くになる。その成果として次のことがあげられる 
○ 日野学園の 7 年 8 年生の先生の授業が変わってきている。 
○ 小学校の先生は、中学校の先生の組織的な生徒指導の力を学びそれを取り込もうと

している。 
○ 小学校の先生は中学校での学びを意識して教えるようになってきている。つまり 9

年間のスパンで学びを意識するようになってきている。 
※ 両方のよさが学ばれるようになってきている。 

  ○ 子どもたちは、情操面で効果を上げている。特に中学校の上の学年が穏やかな顔

つきとなり、問題行動が少なくなってきている。 
５ その他 

○ 一体型の一貫校の建設費 日野学園 55 億円 伊藤学園 53 億円 
○ 部活動について 5 年生から部活動に参加できるようにしたいと考えている。した

がって、小学校の先生も部活動の指導に当たることができる。 
※ 小学校の先生が指導に当たることができれば、設置できる部活動の数も増え、子

どものニーズに多少なりとも対応できやすくなる。 
※ 外部指導員を区でお願いしている。1 回 4，000 円の報酬 

○ 教育予算は今年度区の予算が約 1，200 億円のうち、約 240 億円で、一般会計予算

の約 20％となっている。来年度は 17％となるがまた 20％に戻る。 
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校舎外観 
5 階建て 
地下 2 階 
地下 1 階は収納

スペース 
グラウンドは 
160M のトラッ

ク 
がとれる程度 
（現在造成中） 

                               

 

プール    

○ 温水プール 
○ 天井は開閉

式 
○ プール底は

可動式とな

っている 
○ 一般開放を

前提につく

られている 
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廊下 
児童生徒用ロッ

カーを中央に並

べて使用する予

定 

 
 

 

普通教室   
やや狭めにつく

ってあるが、ロ

ッカーを外に出

す関係から広く

見える 
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ウッドデッキ 
1 年生から 4 年

生は登校してき

たら、このウッ

ドデッキから教

室に入室 

 

 

1 年生から 4 年

生までの普通教

室（木調） 
教室の壁を取り

払って、オープ

ンスペースで学

習することも可

能 
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体育館 
体育館は 2 つあ

る。体育館の入

口は地下 2 階か

ら 

 
 

ランチルーム 
自校給食 
※まだ引っ越し

たばかりなので

整備されていな

い 
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職員室 :廊下から直接子どもが、先生と対面できる。 

まだ小学校が入居していないので、各机に教職員がついていない。 
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「荒沢小学校・長沢小学校・下田中学校」教育研究開発（文部科学省指定）について 
 

１ 研究の概要 
 荒沢小学校・長沢小学校・下田中学校の児童・生徒、学校、地域の実態や特色を生かし

ながら「技術的活用能力（技術リテラシー）」「キャリア発達能力」「環境・エネルギー活用

能力」や、ものづくり活動をとおして「勤労観」をはぐくむため、小・中学校を移管した

教育課程及び評価方法等の研究開発を行うことを目的として、平成１９年度から３年間の

文部科学省の指定で研究を行う。 
 そのために、次のことを行う。 
 ① 「総合的な学習の時間」や各教科等の時数の持ち出しにより、「技術的活用能力」「キ

ャリア発達能力」「環境・エネルギー開発能力」を育成する「ものづくり科（仮称）」

を導入した教育課程編成と単元開発を行う。 
 ② 「技術的活用能力」「キャリア発達能力」「環境・エネルギー活用能力」の育成を中

心に、定期的な学力調査、質問紙調査、外部評価調査等を行う。 
 
※ 「技術的活用能力（技術リテラシー）」とは 

技術について、科学や社会とのかかわりや、安全・リスク等の問題を含めて理解し、

ものづくりなどを通して技術を適切に評価し、活用・管理する能力。 
※ 「キャリア発達能力」とは 

個々人が生涯にわたって遂行するさまざまな立場や役割をつなげながら、その過程で

自分が働くことの意味づけをし、社会のために役に立つためにはどうあればいいかを

考える力を蓄えていく能力。 
※ 「環境・エネルギー活用能力」とは 

エネルギー・環境問題の解決に向けて適切に判断し行動できる能力。 
 
２ 教育課程の編成について 
（１） 小学校 
  理科、社会、図画工作、生活科、総合的な学習の時間などにおける「ものづくり」、栽

培、環境とエネルギー教育などについての教育課程を編成する。 
  ＜小学校＞「ものづくり科（仮称）」のために捻出する教科と時間 

学校名 学 年 時数を持ち出す教科 捻出時数 
１年・２年 生活科、図画工作 ３０時間 
３年・４年 理科、社会、図画工作、総合的な学習の時間 ５５時間 

 
荒沢小学校 

５年・６年 理科、社会、図画工作、総合的な学習の時間 ６５時間 
１年・２年 生活科、図画工作 ２０時間 
３年・４年 理科、社会、図画工作、総合的な学習の時間 ６５時間 

 
長沢小学校 

５年・６年 理科、社会、図画工作、総合的な学習の時間 ７０時間 
それぞれ捻出された時間を「ものづくり科（仮称）」の時間に充てる。 
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（２） 中学校 
  新教科の教育課程基準の領域「社会と技術」「技術デザイン」「材料と加工」「エネルギ



ー変換」「情報・システム・制御」「生産技術」に関連する内容を基軸に新教科を編成する。 
 社会、理科、選択教科等の時数においても弾力的に活用する。 
 ＜中学校＞新教科のために捻出する教科と時数 

学校名 学年 時数を持ち出す教科 捻出時数 
１年 １４０時間 
２年 １３０時間 

 
下田中学校 

３年 

技術家庭・総合的な学習の時間       
※社会、理科、選択教科の時数は弾力的に活

用 １０５時間 
 
３ 新教育課程編成の骨子 
 ９年間を通した新教科教育の教育課程 
 教育課程Ａ（１から２学年）飼育栽培活動や遊びから出発するものづくり学習 
 教育課程Ｂ（３から４学年）地域の自然や特色を生かしたものづくり学習 
 教育課程Ｃ（５から６学年）身の回りの問題を解決するためのものづくり学習 
 教育課程Ｄ（  ７学年）基礎的な技術的素養を身に付けて自ら考えるものづくり学習 
 教育課程Ｅ（  ８学年）技術的素養を生かして問題解決を図るためのものづくり学習 
 教育課程Ｆ（  ９学年）社会・環境に役立つことを考えたものづくり学習 









































資料 №４ 

教育制度等検討委員会先進地視察日程（案） 

 

１ 視察年月日  平成１９年５月１７日（木）～１８日（金） 

 

２ 視 察 先  品川区教育委員会（人口 34.6万人） ℡ 03-5742-6595（指導課） 

   及 び    ①小中一貫教育の現況について 

  調 査 事 項   ②学校統廃合の基本的考え方及びその進捗状況について 

         広島県呉市（人口 25.1万人） ℡ 0823-25-3625（教育改革推進室） 

          ①小中一貫教育の現況について 

          ②学校統廃合の基本的考え方及びその進捗状況について 

          

３ 視 察 行 程 

 ○５月１７日（木） 

  Maxとき304号(上越新幹線)          山手線   

  燕三条―――――東 京―――――大 崎(駅より徒歩８分)     区立日野学園視察              

7:11発        9:12着 9:32発      9:45着                 10:00～12:00 

  

 

         山手線 のぞみ29号(東海道・山陽新幹線)       呉線(普通) 

大 崎―――――品 川――――――広 島――――――呉 ［宿泊］ 

  12:20発       12:22着 12:58発      16:51着 17:05発      17:47着 

 

昼食：品川駅舎内又は、新幹

線車内で昼食 

℡  

 夕食： 

℡  

宿泊： 

℡  

 

 

 ○５月１８日（金） 

                                       快速安芸路ライナー 

  呉「宿泊ホテル」(呉駅より徒歩10分)              呉――――広 島  
       9:15発                               12:15発    12:52着 

呉市教育委員会視察

9:30～12:00  

 

 

  のぞみ26号(東海道・山陽新幹線)  Maxとき341号(上越新幹線) 

広 島―――――――東 京―――――――燕三条  

13:30発        17:30着 18:12発        20:04着     

 

昼食：広島駅舎内レストラン 

又は、新幹線車内で駅弁 

℡  

 

 

 

 

 

 

 



                                     資料 №５       

検討委員会の今後の進め方について 
                                  
 第１ステージ（１月～４月） 教育環境全般の議論 

１ 現行の教育制度が、子どもたちの学力や心身の成長面で適合しているか。 
（１） 学力面 

① 基礎学力も全国標準学力テストでは概ね全国標準を超えているが満足できる状況

でない。 
②  中間層が薄く、上位層と下位層の二極化が進み、上位層が少ない傾向が出現してい    

る。 
（２） 心身面 

①  学習意欲、学習習慣、基本的な生活習慣の未確立の状況が見られる。 
②  問題行動、いじめ、不登校は減少傾向にあるが、依然として後を絶たない。 
③  規範意識、体力の低下は否めない。 

２ 児童生徒数の減少と校舎の老朽化問題への対応はどうするのか。 
（１）児童生徒数の減少 

① 少子化の影響により、平成１３年度１０，２４２人、平成１８年度９，３１９人、

平成２４年度８，３９０人に減少し、減少傾向は当分の間は続くことにより、１２

学級未満の適正規模に満たない学校が増える。 
（２）学校施設の老朽化   

① 旧三条地区の小学校５校は、築４０年以上経ていることから老朽化が進み、大規模

な改修工事が必要である。  
（３） 学校の耐震化 

① 昭和５６年度以前の「旧耐震基準」で建築された学校が多く、耐震診断の必要な棟

数が９７棟に上り、診断実施率７．３％で耐震化の取組が遅れている。 
３ 今後、子どもたちに必要な教育は何か。 

（１） 読み、書き、計算などの基礎・基本を確実に定着させ、教えて、考えさせる教育とと

もに、学び合い高め合う教育。 
（２） 将来の希望や見通しなどを持たせるなど、学ぶことや働くこと、生きることの尊さを

実感させる教育を充実し、学ぶ意欲を高めること。 
（３） 家庭、地域と連携し、基本的生活習慣・学習習慣を確立させ、三条市の歴史・文化の

伝承と科学教育の充実。 
（４） 国際社会に生きる日本人としての自覚と倫理感の醸成。 

 
 先進市の視察（５月１７日～１８日）  
 
 
 第２ステージ（６月～９月） 検討項目を専門部会で議論 

・教育制度等専門部会（６月～８月）  隔週開催（オブザーバー参加可） 
・学校施設等専門部会（６月～８月）  
・全 体 会    （９月） 

１ 教育制度等専門部会 
（１）検討項目    

① 小・中連携（一貫）教育の検討 
・ 現行の義務教育区分６・３制から、小・中連携（一貫）教育の導入が、今、三条

市が抱えている教育課題の解決に繋がるのか。 
② 三条の教育資源を活かした教育活動 

・ ものづくり・科学教育の充実を図るとともに、生まれ育った三条に誇りのもてる

郷土愛の育成や新しい時代を生きるために 低限度必要なルールを身につける三

条独自のカリキュラムの編成  



          ③ 学期制の検討 
・ 学びの連続や特色ある教育活動を行う観点から、校時表の見直し（朝学習・７時

間授業）や長期休業の短縮の検討など。 
④ 学校の建て替えと統廃合計画の検討 ※共通 

 
  ２ 学校施設等専門部会 
   （１）検討項目 
     ① 学校適正規模の検討 
      ・適正規模（一クラス２０人以上、学年２学級以上）を一般化することが可能か、否

か。   
② 学校の建て替えと統廃合計画の検討 ※共通 
③ 通学区の検討 
④ 学校選択制の検討 
・ 過疎化やドーナツ化による児童生徒の減少への対応として、選択制の導入が適当

か、否か。 
  ３ 全体会  

※ 専門部会で上記の検討項目を議論された内容の摺り合わせをする。 
 
 中間報告書の作成（１０月～１１月） 
 

 
 パブリックコメント（１２月） 

  
 
 終報告書の作成（１月～２月） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


